
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つどいぐら 

 

京都府綾部市青野町膳所１番地 

電話 ０７７３-４３-１０５０ 

 

文化芸術活動の発表の場としてご活用ください。 

 

綾部市 

グンゼ博物苑集蔵は、優良建築物活用事業により、使用料の一部を市が負担します。 

＝文化芸術活動の発表の場としてご活用ください＝ 

「優良建築物活用事業」とは、綾部市内に存在する景観・構造・地理的条件に優れた建物を活

用することにより、地域に根ざした特色ある創作・展示発表活動を支援するとともに、地域文

化の振興に役立てることを目的として実施する事業です。 

お問い合わせ先  ☆ 定住交流部 文化・スポーツ振興課 

            電 話 ０７７３－４２－４３５６ 

            ＦＡＸ ０７７３－４２－４４０６ 

☆ グンゼ博物苑集蔵 

            電 話 ０７７３－４３－１０５０ 

 

 

 



 

 

 

 １ 所在地  京都府綾部市青野町膳所１番地 

 ２ 電 話  ０７７３－４３－１０５０ 

 ３ 施 設  木造２階建て（２階倉庫） 

１階展示場 面積 １７０㎡ 

              中央に柱８本（平面図のとおり） 

              コンセント８か所（全て２口） 

              天井照明１４か所（蛍光燈） 

              スポットライト３０灯（天井レール有、移動可） 

              ピクチャハンガー用レール設置 

             備 品  

テーブル（折りたたみ机）       １５台 

              パイプ椅子              ４０脚 

              ピクチャーハンガー          ７０本 

              展示台（円筒形：直径４７ｃｍ）    ４０台 

３種類（高さ 30,50,70ｃｍ） 

              ハンガーボード（120×180ｃｍ）     ５枚 

              ハンガーボード用フック        ５５本 

              立て看板               ２種類 

     大（71×160ｃｍ）小（60×134ｃｍ） 

  

＊ グンゼ博物苑集蔵を使用される場合、優良建築物活用事業として申請によ

り、グンゼ株式会社様により使用料が減額され、また市が使用料の一部を負

担します。（使用者の負担額は下記のとおりです。） 

＊ 優良建築物活用事業の利用を希望される場合は、文化・スポーツ振興課長

あて事業計画書（文化・スポーツ振興課にあります。）を提出してくださ

い。対象事業として認められた場合、使用承認書を発行します。 

＊ 使用される方は、グンゼ博物苑に使用承認書を提示し施設を利用してくだ

さい。 

 

 １ 使 用 日  原則として木、金、土、日曜日です。（相談に応じます。） 

 ２ 使用時間  １０：００～１７：００ 

使用時間には、準備、観客の入退場、後片付け等の時間を含みま 

すから規定時間内にすべてを終了してください。特に最終日につい 

ては、通常時間より１時間程度の片付け等に要する時間を考慮して 

時間を設定してください。 

 ３ 使 用 料  午前（１０：００～１２：００）  １，０００円 

午後（１３：００～１７：００）  ３，０００円 

全日（１０：００～１７：００）  ４，０００円 

４ 駐 車 場  ６０台（グンゼ博物苑共通） 

５ そ の 他  販売を目的とした展示は、事業の対象となりません。 

        詳細については、文化・スポーツ振興課までお問い合わせください。 
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